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問い合わせ

安心して病院などにかかれるよう、すべての方が医療保険に加入するこ
ととなっています。職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入して
いる方、生活保護受給者以外は、国民健康保険の被保険者になります。

わたしたちの健康を守る

国民健康保険国民健康保険

国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
・
減
免

●
産
前
産
後
期
間
に
係
る
国
民

健
康
保
険
税
軽
減
措
置

　
産
前・
産
後
期
間（
４
か
月
ま

た
は
６
か
月
）に
、出
産
す
る
被

保
険
者
の
均
等
割
額
と
所
得
割

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。な
お
、出

産
ま
た
は
出
産
予
定
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
が
対
象
で
す
。

保
険
税
は

世
帯
主
課
税
で
す

　
同
一
世
帯
内
に
国
民
健
康
保

険
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
保

険
税
の
納
税
義
務
者
は
加
入
者

本
人
で
は
な
く
世
帯
主
で
す
。

そ
の
た
め
、
納
税
通
知
書
な
ど

は
全
て
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し

ま
す
。

※
届
出
に
は
母
子
健
康
手
帳
な
ど

の
出
産
日
も
し
く
は
出
産
予
定

日
を
確
認
で
き
る
書
類
、
単
胎

妊
娠
ま
た
は
多
胎
妊
娠
の
別

を
確
認
で
き
る
書
類
が
必
要

※
出
産
後
の
届
出
も
可
能

●
減
免
制
度

　
次
の
①
か
ら
④
の
事
項
に
該

当
す
る
場
合
、減
免
が
受
け
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
納

期
限
の
７
日
前
ま
で
に
申
請
手

続
き
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に

なっ
た

②
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

③
継
続
し
て
６
か
月
以
上
の
入

院
療
養
が
必
要
と
なっ
た

④
失
業
、事
業
の
廃
止
な
ど
に
よ

り
著
し
く
所
得
の
減
少
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
に
なっ
た

※
③
④
は一定
の
所
得
基
準
あ
り

※
65
歳
未
満
で
あ
り
倒
産
や
解

雇
な
ど
自
ら
望
ま
な
い
理
由

で
離
職
し
た
方
は
、離
職
日
の

翌
日
が
属
す
る
年
度
か
ら
翌

年
度
末
ま
で
の
間
は
、前
年
の

総
所
得
金
額
等
の
う
ち
給
与

所
得
を
７
割
軽
減
し
て
国
民

健
康
保
険
税
を
計
算
し
ま
す
。

申
請
手
続
き
に
は
、雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
が
必
要
で
す
。

納
付
方
法

●
口
座
振
替

　
納
付
は
原
則
、
口
座
振
替
で

お
願
い
し
ま
す
。
申
請
が
必
要

な
た
め
、
通
帳
と
通
帳
の
届
出

印
を
持
っ
て
町
税
務
課
ま
た
は

町
内
の
金
融
機
関
で
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。

●
個
人
納
付（
普
通
徴
収
）

　
令
和
８
年
度
は
、
年
税
額
を

１
枚
に
ま
と
め
た
全
期
前
納
の

納
付
書
が
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

一括
で
納
付
す
る
場
合
は
、
８
枚

の
納
付
書
を
ま
と
め
て
ご
使
用

い
た
だ
く
か
、
口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
の

手
続
き
を
し
て
い
な
い
方
は
、

７
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
付
書

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

医療分 後期高齢者
支援金分

介護納付金分
（40～64歳の

被保険者がいる場合）

子ども・子育て
支援金分

所得割
Ａ

（総所得－43万円）
×8.29％

（総所得－43万円）
×2.80％

（総所得－43万円）
×2.41％

（総所得－43万円）
×0.29％

均等割
Ｂ

被保険者の人数
×35,500円

被保険者の人数
×11,900円

被保険者の人数
×12,200円

被保険者の人数
×1,300円

18歳以上
均等割

Ｃ
ー ー ー 100円

平等割
Ｄ 22,800円 7,700円 6,000円 800円

合計 Ａ+Ｂ+Ｄ
（最大67万円）

Ａ+Ｂ+Ｄ
（最大26万円）

Ａ+Ｂ+Ｄ
（最大17万円）

Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ
（最大３万円）

年税額 医療分＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分
＋子ども・子育て支援金分

※総所得には譲渡所得（特別控除後）も含む
※税額は、中途加入した場合は加入月から、中途脱退した場合（ほかの健康保険に

加入、ほかの市町村へ転出など）は脱退した月の前月までの月割支払い
※子ども・子育て支援金制度は、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」

の施行に基づき全世代や企業の皆様から子ども・ 子育て支援
金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充に充てる
ことで、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する制度です。

　子ども・子育て支援金は、医療保険者が医療保険制度上の保険
料や介護保険料と合わせて徴収し、国へ納付するよう義務付
けられているため、令和８年度から新たに保険料に加算され
ます。

国民健康保険税の計算方法

詳細は
こども家庭庁
ホームページ

または
町ホームページへ
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●
年
金
か
ら
の
天
引
き

　
（
特
別
徴
収
）

　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場

合
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加

入
者

・
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未

満
・
世
帯
主
が
年
額
18
万
円
以
上

の
公
的
年
金
受
給
者

・
介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
さ

れ
、
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
税
の
合
算
額
が
１
回

あ
た
り
の
年
金
受
給
額
の
２

分
の
１
を
超
え
な
い
方

●
介
護
保
険
料
の
納
付

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
40
～
64
歳
の
方
は
、
介
護

保
険
分
も
医
療
分
と
一
緒
に
納

付
し
ま
す
。
65
歳
以
上
の
方
は
、

知
多
北
部
広
域
連
合
か
ら
届
く

納
付
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

資
格
確
認
書
な
ど
の

交
付
に
つ
い
て

●
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で

な
い
方
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を

お
持
ち
の
方
で
要
配
慮
者
と

し
て「
資
格
確
認
書
」を
お
持

ち
の
方

　
お
手
元
に
あ
る
「
資
格
確
認

書
」
の
有
効
期
限
で
あ
る
７
月

31
日（
金
）ま
で
に
、新
た
な「
資

格
確
認
書
」
が
簡
易
書
留
郵
便

で
送
付
さ
れ
ま
す
。新
た
な「
資

格
確
認
書
」
の
有
効
期
限
は
、

令
和
９
年
７
月
31
日
で
す
（
負

担
割
合
が
載
る
70
歳
に
な
る
方

と
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制

度
へ
移
行
す
る
75
歳
に
な
る
方

は
、有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
）。

有
効
期
限
切
れ
の
「
資
格
確
認

書
」
は
、
は
さ
み
を
入
れ
る
な

ど
し
て
、
ご
自
身
で
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の

方
で
「
資
格
情
報
の
お
知
ら

せ
」を
お
持
ち
で
な
い
方

　
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」が

送
付
さ
れ
ま
す
。「
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
」が
届
い
た
方
は
、

マ
イ
ナ
保
険
証
で
医
療
機
関
な

ど
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
の
不
具
合
な
ど
、
何
ら

か
の
事
情
に
よ
り
医
療
機
関

な
ど
で
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利

用
で
き
な
い
場
合
に
、
マ
イ

ナ
保
険
証
と
「
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
」
を
セ
ッ
ト
で
ご

提
示
く
だ
さ
い
。

【
注
意
】マ
イ
ナ
保
険
証
の
方
も

資
格
確
認
書
の
方
も

　
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
、
加

入
の
届
出
は
資
格
変
更
後
14
日

以
内
に
手
続
き
を
！

・
他
の
健
康
保
険
を
取
得
し
た

場
合
に
は
、
国
民
健
康
保
険

の
資
格
喪
失
の
届
出
が
必
要

で
す
。

・
加
入
の
届
出
が
遅
れ
て
も
国

民
健
康
保
険
に
入
る
資
格
を

得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

保
険
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
間
に
病
院

な
ど
に
か
か
っ
た
費
用
は
、

全
額
自
己
負
担
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
限
度

額
適
用
認
定
証
等
の

申
請（
要
申
請
）

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち

の
方
に
は
限
度
額
適
用
認

定
証
を
発
行
し
ま
せ
ん
。

●
国
民
健
康
保
険

　
限
度
額
適
用
認
定
証
と
は

　
「
愛
知
県
国
民
健
康
保
険
限

度
額
適
用
認
定
証
等
」を「
資
格

確
認
書
」
と
と
も
に
病
院
窓
口

で
提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
ご

と
で
支
払
う
金
額
が
１
か
月
あ

た
り
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
り
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
の
申
請
が
必
要
な
方

・
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で

な
い
方

・
90
日
を
超
え
る
入
院
が
あ
り

所
得
区
分
が
「
低
Ⅱ
」
の
方

（
マ
イ
ナ
保
険
証
の
方
も
申

請
が
必
要
）

※
毎
年
８
月
に
更
新
が
必
要
で

す
。
前
年
の
所
得
で
再
判
定

し
、
適
用
区
分
の
見
直
し
を

す
る
た
め
、
８
月
以
降
の
限

度
額
適
用
認
定
証
等
が
必
要

な
方
は
８
月
３
日（
月
）以
降

に
直
接
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
滞

納
が
あ
る
場
合
は
、
事
前
に

電
話
で
相
談
が
必
要

●
申
請
手
続
き
の
持
ち
物

・
対
象
者
の
国
民
健
康
保
険

「
資
格
確
認
書
」

・
窓
口
に
来
る
方
の
本
人
確
認

書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
世
帯
主
お
よ
び
対
象
者
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る

も
の
、
別
世
帯
の
方
が
手
続

き
す
る
場
合
は
委
任
状

注意

●より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるよう
になるため、身体の状態や他の病気を推測して治
療に役立てることができます。また、お薬の飲み
合わせや分量を調整してもらうこともできます。

●手続きなしで
　高額医療の限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養
費制度における限度額を超える支払いが免
除されます。

マイナ保険証を使うメリットは？
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